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令和３年第９回室蘭市教育委員会定例会

１ 日 時 令和３年９月２９日（水）

開会 午後４時００分

閉会 午後５時００分

２ 場 所 室蘭市役所 ２階大会議室

３ 本日の議事日程

４ 出席委員 國枝教育長 谷藤委員 前田委員 稲川委員

５ 説明員 伊藤教育部長 西舘教育部次長 髙田教育指導参事

坂口総務課長 椎名指導主事 河内指導主事 山口学校教育課長

佐々木生涯学習課主幹 佐藤生涯学習課主幹

伏見図書館長 本野学校給食センター所長

日程

第１

第２

第３

第４

第５

第６

第７

第８

第９

第１０

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

会 議 録 承 認 に つ い て

議案第１号 室 蘭 市 立 学 校 職 員 の 懲 戒 処 分 内 申 に 関 す る 件

報告第１号 令 和 ３ 年 第 ３ 回 室 蘭 市 議 会 定 例 会 議 事 内 容 に 関 す る 件

報告第２号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 １ ０ 月 行 事 予 定 の 件

報告第３号 室蘭市教育 委員 会臨時代理 の件 （室蘭市立学 校職 員の人 事内 申の 件）

報告第４号 室 蘭 市 芸 術 文 化 表 彰 の 件

報告第５号 室 蘭 市 青 少 年 及 び 青 少 年 育 成 者 表 彰 の 件

報告第６号 室 蘭 市 ス ポ ー ツ 表 彰 の 件

報告第７号 室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市スポーツ推進審議会委員の委嘱の件）
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國枝教育長 ただ今から、令和３年第９回室蘭市教育委員会定例会

を開会いたします。

日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。本日

の会議録署名委員に稲川委員を指名いたします。

次は、日程第２「会議録承認について」であります。

令和３年第６回定例会、第７回定例会、第８回定例会の

会議録は、先日、委員の皆様に案として配布いたしてお

ります。配布案のとおり、承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし ）

國枝教育長 ご異議がありませんので、承認といたします。

次は、日程第３「議案第１号 室蘭市立学校職員の懲

戒処分内申に関する件」を議題といたしますが、本件に

つきましては、特定の個人に関する情報が含まれている

ため、非公開とすることにご異議ありませんか。

（ 異議なし ）

國枝教育長 ご異議なしと認め、これより非公開とします。それで

は事務局の説明をお願いします。

～ 非公開 ～

國枝教育長 それでは、日程第４「報告第１号 令和３年第３回室

蘭市議会定例会議事内容に関する件」を議題といたしま

す。事務局の説明をお願いします。

伊藤教育部長 それでは、「令和３年第３回室蘭市議会定例会議事内

容に関する件」について、ご説明いたします。報告第１

号別紙をご覧ください。この度の第３回市議会定例会は、

教育委員会に関する審査は終了しておりますが、９月６

日から１０月４日までの会期２９日間で開催されている

ところでございます。今回の本会議では、一般質問で１

０人中６人の議員から教育行政に関わる質問がありまし

た。質疑の議事内容は、各ページに質問要旨と答弁内容

を載せてございますが、時間の関係上、主な質問項目の
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概略を説明させていただきますので、よろしくお願いい

たします。

最初に、１ページから６ページまでは、市民ネットむ

ろらんの滝口紘子議員からの質問で、いじめ対策などに

ついての質問がありました。いじめの定義の正しい認識

に関して一層の周知に努める旨、早期発見への取り組み

としてＳＯＳの出し方教育について、今後活用できるよ

う取り組んでいく旨、第三者委員会の委員選定につきま

しては、市外の方が望ましい旨、調査資料の被害者側へ

の提供について適切に対応する旨、答弁しております。

次に、７ぺﾟージから１４ページまでは、日本共産党

市議団の常磐井茂樹議員からの質問で、新型コロナウイ

ルス対策の現状の課題などについての質問がありました。

デルタ株に置き換わりが進む中、行動基準がレベル３に

移行されたことに伴い、修学旅行の延期、部活動の原則

休止など、感染対策を強化している旨、学校職員の９３％

が、ワクチン接種済、または予約済となっており、一定

程度の接種が進んでいる旨、市内小中学校での児童生徒

の感染状況については、市のガイドラインに従い原則公

表をしている旨、子どもの心のケアと同時に保護者のケ

アにも努める旨、答弁しております。

次に、１５ページから１９ページは、市民ネットむろ

らんの髙橋直美議員からの質問で、１人１台端末のＩＣ

Ｔ教育の推進、オンライン学習などについての質問があ

りました。ＩＣＴ教育の実践については、１年目の今年

は、検索サイトの活用、クラウドを活用した協働学習、

情報モラル教育について推進し、各学校のサポート体制

については、各校のＩＣＴ担当教員、市教委、ヘルプデ

スクにおいて担っている旨、オンライン学習については、

可能な範囲でＩＣＴ機器を活用し、児童生徒のインター

ネット環境に左右されることのないよう協議しながら、

進めていく旨、答弁しております。

次に、２０ページは、公明党室蘭市議会の砂田尚子議

員からの質問で、新図書館における雑誌スポンサー制度

の導入についての質問がありました。雑誌スポンサー制

度は、財源確保とサービスの充実につながる制度であり、

導入に向けた準備を進めている旨、答弁しております。

次に、２１ページから２３ページは、市民ネットむろ
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らんの小田中稔議員からの質問で、少子化を踏まえた小

中学校の在り方などについての質問がありました。地域

における児童生徒数の偏在、学校の役割などを踏まえ、

これからの学校づくり検討委員会を設置して、教育を取

り巻く環境や制度改革の状況、小中一貫教育の効果など

について検討し、令和４年度を目処に方向性を導きだし

たいと考えている旨、答弁しております。

次に、２４ページから２６ページは、市政結和の我妻

静夫議員からの質問で、閉校した旧校歌の取扱い、北海

道・北東北縄文遺産群の世界文化遺産登録を契機に、本

市としての縄文文化についての取組みなどについての質

問がありました。旧校歌については、確実に保存すると

ともに、一部保存されいない学校については、旧校歌の

伝承と保存について学校と協議する旨、縄文文化につき

ましては、近隣の文化遺産に触れる社会科見学や出前講

座等により、理解を深めていく旨、答弁してります。

説明は、以上でございます。

國枝教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。

前田委員 雑誌のスポンサー制度とはどのようなものか。

伏見図書館長 雑誌のスポンサー制度については、寄附行為の一環の

ような形で、雑誌の１年間分の雑誌購入費は大体１冊あ

たり１万２千円くらいで、雑誌によって違うのですが、

それをご負担いただいて、雑誌自体は図書館に入れてい

ただくというもので、図書館が選んだ雑誌の中からご負

担いただくものを選んでいただく形になります。そして、

実際入った雑誌に寄附いただいた企業の「○○株式会社

から寄附いただきました」というようなものを雑誌のカ

バーのところに表示できたり、後ろに広告も表示できる

というものになっております。

國枝教育長 これまでは市費で、一定程度、雑誌を何種類か選んで

購入して、図書館で見られるようにしていたのですが、

雑誌のスポンサー制度を導入すると、市で購入しなくて

も雑誌は１年間定期的に入って、尚且つ企業の広告にも
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なります。現在、多くの図書館でこの制度を実施してお

り、今回、図書館が新しくなりますので、是非、導入す

ることで雑誌の種類も増やすことができるものですから、

何とか実現したいと思っております。

ほかに、ありませんか。

谷藤委員 髙橋議員のＩＣＴ教育のところで、これからオンライ

ン学習などを実施していくことは、既に保護者には説明

はされているのですか。

椎名指導主事 保護者に対しましては、４月当初にパンフレットを配

布して、ご説明しております。

谷藤委員 保護者からは心配などの声はあったのでしょうか。

椎名指導主事 教育委員会に直接寄せられた声と致しましては、今後、

緊急時ですとかに、持ち帰りをした際に、学校から持ち

込んだ機械が、家の Wi-Fi 環境に悪さをしてしまうので

はないかと、例えば、ウイルスなどを持ち込んでしまう

のではないかとか、そういったようなご質問ですとか、

心配の声をいただいておりましたので、基本的に今回導

入したクロームブックというパソコンは、Windows とは

仕組みが違うものなので、安全ですというお話はしてお

ります。

谷藤委員 それぞれの家庭環境によって、設備が整っていない家

庭もあると思うのですが、そういったような意見などは

ありますか。

椎名指導主事 どこまでを市で負担していくのか、線引きが非常に難

しい問題ではありますが、まずは接続試験という形で、

すべて公費負担で、持ち帰りをした時のシミュレーショ

ンを今後１０月から３月まで各学校にて順番で行ってい

きます。この試験を受けて、課題等が見えてくると思い

ますので、それらを踏まえた上で、次年度からの持ち帰

り等の検討に役立てていければと考えております。

國枝教育長 持ち帰りについては、全ての子ども達が利用できるよ
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うな環境にしなければいけないので、おそらく、ほとん

どはインターネット環境があると思うのですが、環境が

ないところも実際あったりしますし、例えば、親が仕事

に行っている時は環境がない等、色々なケースがあるか

もしれないので、子ども達が全て利用できるような形を

学校と協力しながら、色々と検討しております。

谷藤委員 子ども達の１人１台パソコンについては、例えば６年

生が卒業した時に、そのパソコンは学校に置いていくの

ですか。

椎名指導主事 そうです。卒業生が使用していたパソコンが新１年生

にスライドする形になります。今回導入したクロームブ

ックというパソコンは、本体の中に情報が残る訳ではな

いので、学校ごとに回していくという形になります。

國枝教育長 ほかに、ありませんか。それでは、報告第１号は終了

といたします。

次は、日程第５「報告第２号 室蘭市教育委員会１０

月行事予定の件」を議題といたします。事務局の説明を

お願いします。

坂口総務課長 「報告第２号 室蘭市教育委員会１０月行事予定の件」

につきまして、ご説明いたします。報告第２号別紙をご

覧願います。はじめに、学校教育課でございます。１０

月７日から１１月２５日まで就学時健康診断が行われま

す。次に、生涯学習課でございます。はじめに、社会教

育では１６日に「男女共生セミナー第１講」が、２１日

に「令和３年第５回社会教育委員の会」が開催されます。

文化振興・青少年では、１６日から１７日まで「第７１

回市民文化祭いけ花展」が開催されます。民俗資料館で

は、２日から３１日まで令和３年度ロビー展「室蘭の丸

井さん」が開催されます。市民美術館では、１日から３

日まで「大築笙子展」が、６日から３１日まで「開館１

３周年記念特別展 伏木田光夫展」が開催されます。ス

ポーツでは、１７日に「第４０回市民ソフトボール大会」

が開催されます。次に図書館でございます。７日・２７

日に親子読書ふれあい事業（ブックスタート）が、１２
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日から１４日まで「輪西おはなし会」が開催されます。

港の文学館では、月を通して、企画展 「世界の児童文

学」展、後期 ＜日本の児童文学＞が、１６日に「あな

たの あなたによる あなたのための朗読会」が開催さ

れます。説明は以上でございます。

國枝教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。

緊急事態宣言が明日で終わりますが、まん延防止措置

でもないということで、予防に十分注意しながら、施設

については、開館する形で今は考えております。

谷藤委員 学校はどうなのですか。

髙田教育指導参事 学校につきましては、道の警戒ステージが下げられる

ことから、道の通知も緊急事態宣言時前の状態に戻ると

考えておりまして、具体的には、感染のリスクが高いと

されている近距離のグループ活動や実験、観察、運動な

どは徐々に再開し、部活動においても時間などを制限し

ながら徐々に再開し、修学旅行や学校祭、運動会、参観

日は対策を講じながら実施していく予定であります。な

お、小学校の運動会は９校のうち、５校が１０月に実施

される予定であり、中学校の体育大会はすべて終了して

おります。

谷藤委員 その後に学芸会は予定しているのですか

髙田教育指導参事 学芸会については、小学校は１０月、１１月に９校全

て行われる予定となっておりまして、中学校はまだ行わ

れていない１校のみ、１０月に行われる予定です。

谷藤委員 運動会の次は学芸会とタイトなスケジュールですね。

國枝教育長 それに輪をかけて、冬に第６波があるのではないかと

いうことで、早く修学旅行に行かせてあげたいなとは考

えているところなんですよね。

ほかに、ありませんか。それでは、報告第２号は終了

といたします。
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次は、日程第６「報告第３号 室蘭市教育委員会臨時

代理の件（室蘭市立学校職員の人事内申の件）」を議題

といたします。事務局の説明をお願いします。

山口学校教育課長 「報告第３号 室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭

市立学校職員の人事内申の件）」につきまして、ご説明

申し上げます。

臨時代理の内容でございますが、本件は、白蘭小学校

教頭、水落裕二郎が９月３日に逝去されたことに伴い、

同校に後任の教頭を発令するため、内申をいたしたもの

でございます。

報告第３号別紙をご覧頂きたいと存じます。人事異動

の内容でございますが、白蘭小学校の教頭には、逝去さ

れました水落教頭の後任として苫小牧市立ウトナイ小学

校、佐藤昌樹主幹教諭を昇任させるものでございます。

発令年月日は令和３年１０月１日付けでございます。

なお、本件につきましては、令和３年９月１５日に、

室蘭市教育委員会教育長に対する事務委任等規則第３条

第１項の規定に基づき、教育長において臨時代理したも

のであり、同規則第２項の規定に基づき、報告するもの

でございます。以上でございます。

國枝教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。それでは、報告第３号は終了といたします。

次は、日程第７「報告第４号 室蘭市芸術文化表彰の

件」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

西舘教育部次長 「報告第４号 室蘭市芸術文化表彰の件」について、

ご説明申し上げます。

本件は、室蘭市芸術文化表彰規則に基づき、芸術文化

の振興発展に功績のあった個人又は団体に対し表彰する

もので、本年は、１団体を１１月３日、文化の日にマス

ク着用や人数制限等により３密を避け、コロナ対応を図

りつつ、表彰を実施したいと考えてございます。

次ページの報告第４号別紙をご覧ください。室蘭市芸

術文化奨励賞受賞の団体についてご説明申し上げます。

室蘭文芸協会は、昭和４６年６月の発足以来、５０年以

上にわたり会員相互の研鑽を図るべく活動しており、毎
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年、会員により執筆・編集された文芸誌である室蘭文藝

を発刊するほか、市民文化祭として開催しているポエム・

フェスティバルでは、自作の詩や短歌を映像や音響と合

わせて発表するなど、一般の参加者が楽しく文藝活動に

参加できる機会を設けており、文藝の普及と発展に貢献

しています。

以上、ご説明申し上げました１団体は、本市の芸術文

化の分野において、奨励するにふさわしい功績を挙げ、

その将来が期待される団体でありますことから、このた

び、室蘭市芸術文化奨励賞の表彰とさせていただきたい

と考えております。なお、参考といたしまして、室蘭市

芸術文化表彰規則を添付してございますので、ご参照い

ただきたいと存じます。説明は以上でございます。

國枝教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。それでは、報告第４号は終了といたします。

次は、日程第８「報告第５号 室蘭市青少年及び青少

年育成者表彰の件」を議題といたします。事務局の説明

をお願いします。

西舘教育部次長 「報告第５号 室蘭市青少年及び青少年育成者表彰の

件」について、ご説明申し上げます。

本件は、室蘭市青少年及び青少年育成者表彰規則に基

づき、広く他の青少年の模範となる行い及び、青少年の

健全育成に功績のあった方に対し表彰するもので、本年

は１０名の個人を１１月３日、文化の日にコロナ対応を

図りつつ、表彰したいと考えてございます。

次ページの報告第５号別紙をご覧ください。はじめに、

青少年団体活動者表彰の受賞者２名についてご説明申し

上げます。青少年団体活動者表彰は、青少年団体に所属

し、２年以上の活発な活動を続けている方を表彰するも

のでございます。

はじめに山田果歩さんは、地区の青健協では、リーダ

ーとして募金や地域清掃活動等の行事において、努力を

惜しまず活動しており、他の会員の模範となっているこ

とから、室蘭市青少年健全育成推進協議会より推薦をい

ただいております。

次に古川幸輝さんは、テニポンを通して留学生や地域

の方とも交流を深めるために大会を企画・運営しており、
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他の模範となっていることから、テニポン国際交流ネッ

トより推薦をいただいております。

次に、優良勤労青少年表彰の受賞者６名についてご説

明申し上げます。優良勤労青少年表彰は、職場において

職務に精励し、地域社会への奉仕など勤務年数がおおむ

ね３年以上の方を対象に表彰するものでございます。

山下恭平さん、三浦椋太さん、谷口竜平さん、江戸勇

太さん、沼山和広さん、金内堅信さんは、精度を要求さ

れる加工作業などに従事し、熱心に職務に取り組むほか、

地域の清掃活動や祭典運営などを通して、地域社会との

交流も深めるなど、他の模範となっており、各々の勤務

先より推薦をいただいております。

次に、青少年育成者表彰の受賞者２名についてご説明

申し上げます。青少年育成者表彰は、青少年育成関係団

体において、１５年以上にわたり青少年の健全育成に貢

献している方を対象に表彰するものでございます。

はじめに佐藤誠さんは、街頭補導パトロールや青少年

の非行防止に取り組み、青少年の健全育成活動に貢献し

ていることから、室蘭警察署少年補導員連絡協議会より

推薦をいただいております。

寺垣寛さんは、テニポンの指導者として活躍され、子

どもたちに技術や、スポーツマナーも指導するなど、青

少年の健全育成に貢献していることから、テニポン国際

交流ネット・室蘭ネットより推薦をいただいております。

なお、参考といたしまして、室蘭市青少年及び青少年

育成者表彰規則を添付してございますので、ご参照いた

だきたいと存じます。説明は、以上でございます。

國枝教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。それでは、報告第５号は終了といたします。

次は、日程第９「報告第６号 室蘭市スポーツ表彰の

件」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

佐藤生涯学習課主幹 「報告第６号 室蘭市スポーツ表彰の件」についてご

説明いたします。

本件は、室蘭市スポーツ表彰規則に基づきまして、ス

ポーツの振興発展に顕著な功績があった方を表彰するも

のでございます。報告第６号別紙に令和３年度表彰者と
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して決定しました方々の功績等をお示ししてございます

のでご覧ください。略歴は資料のとおりとなっておりま

すが、簡単にご紹介させて頂きます。

はじめに、スポーツ功労賞でございます。功労賞は、

多年にわたりスポーツの振興発展に貢献され、その功績

が特に顕著な個人または団体を表彰するものでございま

して、今回は、４名の方が対象となってございます。

はじめに泰地正紀さんは、昭和５８年より、室蘭水泳

協会の各種役員として、また平成３年からは会長を務め

られているほか、指導者として初心者の水泳指導や後進

の育成に努めるなど、競技の普及・発展に寄与されてお

り、本市のスポーツ振興に広く貢献されております。

次に福田さとしさんは、平成３年に現在の室蘭セーリ

ング協会の前身である室蘭ジュニアヨットクラブを設立

し、現協会の会長を長年勤められ、平成２５年からは顧

問となり現在に至っております。平成４年度から、室蘭

ジュニアヨット教室を開講し、指導者としても多数の国

体選手を輩出したほか、本市での大会の開催を通じ、競

技の普及・発展に寄与されております。

次に八木橋敏さんは、昭和５３年より、少林寺拳法室

蘭連盟の理事長を務め、平成１８年からは会長代行を兼

任し現在に至っております。連盟発足に尽力するととも

に、指導・育成した選手が全国中学校大会にて上位入賞

を果たすなど、室蘭地域での競技の普及・発展に寄与し

ております。

次に山口賢治さんは、昭和５０年より室蘭アーチェリ

ー協会の理事を務め、平成１２年に副会長、平成２０年

から会長に就任し現在に至っており、高等学校のアーチ

ェリー部発足や選手の指導・育成に尽力し、室蘭地域で

の競技の普及・発展に寄与しております。平成２０年か

ら現在まで、北海道アーチェリー連盟の副会長としても

活動しているところでございます。

続きまして、スポーツ賞でございます。スポーツ賞は、

スポーツの分野において輝かしい活躍をした個人または

団体を表彰するもので、全国規模の大会で優勝、準優勝

した方を対象としてございまして、今回は、５名、１団

体方が対象となってございます。

はじめに七崎凛帆さんは、長野県で開催された全日本



12

スノーボード選手権、釧路市で開催された全日本ジュニ

アスキー選手権の大会において、中学生の部で優勝され

てございます。現在中学３年生であり、今後も期待がな

されるところでございます。

次に、日本製鉄アイスホッケー部に所属する岩槻翔悟

さん、村上亮さん、横山恭也さん、脇本直迪さん、４名

の方でございます。ともに令和３年１月に愛知県で開催

された、第７６回国民体育大会冬季大会アイスホッケー

競技会において、北海道選手団の一員として、優勝され

てございます。

最後になりますが、団体の日本製鉄アイスホッケー部

でございます。令和３年３月に岩手県で開催された第５

５回アイスホッケー選手権大会Ｂグループにおいて、優

勝されてございます。なお、Ｂグループ優勝となりまし

たので今季は最高峰でありますＡグループでの出場権を

獲得しております。

以上、９名、１団体の表彰者となっており、１１月３

日、文化の日にコロナ対応を図りつつ、他の表彰と併せ

て表彰をしたいと考えてございます。

なお、参考といたしまして、室蘭市スポーツ表彰規則

を添付いたしましたので、ご参照いただきたいと存じま

す。表彰者の報告は、以上でございます。

國枝教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。それでは、報告第６号は終了といたします。

次は、日程第１０「報告第７号 室蘭市教育委員会臨

時代理の件（室蘭市スポーツ推進審議会委員の委嘱の

件）」を議題といたします。事務局の説明をお願いしま

す。

佐藤生涯学習課主幹 「報告第７号 室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭

市スポーツ推進審議会委員の委嘱の件）」についてご説

明いたします。

本件は、私立幼稚園協会の監事、小倉勝郎氏が委員を

退任され、新たな委嘱につきまして、教育委員会臨時会

を招集する暇がないことから、令和３年９月１６日、室

蘭市教育委員会教育長に対する事務委任等規則第３条第

１項の規定に基づき、教育長が臨時に代理したもので、
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同条第２項の規定に基づき、報告するものでございます。

臨時代理の内容でございますが、次の頁の報告第７号

別紙をご覧ください。私立幼稚園協会の会長、杉山英子

氏が後任となります。委嘱期間は令和３年９月１６日か

ら残任期間の令和４年７月３日までとなっております。

報告は以上でございます。

國枝教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。それでは、報告第７号は終了といたします。

以上で、本日の日程は、全部終了しました。これをも

ちまして、令和３年第９回室蘭市教育委員会定例会を閉

会いたします。

本委員会の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

室蘭市教育委員会教育長 國 枝 信

室蘭市教育委員会委員 稲 川 昭

会 議 録 調 製 員 坂 口 淳


